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定刻となりましたので「ふじみ野市文化財保護審議会」

を開催します。  

なお、本日会議の傍聴者の方はおりません。  

本日欠席の連絡をいただいているのは鈴木委員です。  

 

この後の議事進行につきましては、松尾会長にお願いし

たいと思います。よろしくお願いいたします。  

 

本日の出席委員は９人です。  

「ふじみ野市文化財保護審議会に関する規則」第９条の規

定により、委員の出席が過半数ですので、審議会の成立を

認めます。  

ただ今から、令和５年度第２回ふじみ野市文化財保護審

議会を開会いたします。  

 直ちに会議を開きます。  

 

 本日の議事は、審議事項１件です。  

  

１ 審議事項  

それでは継続審議ということで、「ふじみ野市立上福岡

歴史民俗資料館及び大井郷土資料館の統合について（諮問

）」、事務局から説明をお願いいたします。  

 

前回６月２日の会議で、委員の皆様からいただきました

ご意見をもとに、松尾会長と事務局でまとめさせていただ

いた答申案を、事前に委員の皆様に送付させていただきま

した。  

この答申案について、加筆・修正、ご意見などを伺えた

らと思っております。  

 

（答申案の内容説明）  

 

本会議にて、審議をお願いいたします。  

 

お手元に答申案があるかと思います。統合するというこ

とを前提として、修正・加筆、質問等があればお願いいた

します。キーワードなども入れた方がいいものはあるでし
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ょうか。  

例えば、付帯意見にある「小学生」についてですが、学

校展示室に限ったことでなければ、「児童・生徒」にした

方が、限定せずに広がりが持てると思います。  

 

 「小学生」だけではなく、市民や外国人も入ると思うの

で、不特定多数にした方がいいのでは。  

 

 この点については、継続的に両館を活動の場としている

団体や小学校ということで、限定させていただきました。  

 

 「市民」には登録外国人も含まれます。「市民に広く」

というのを付け加えたらいかがでしょうか。  

 

 「理由」のところにある大井郷土資料館の展示・公開し

ている資料について、県指定文化財の畑作用具もあるの

で、それも加えた方がいいいかどうか検討してください。  

 

 この際、「統合」して博物館として出発するのも可能で

はないでしょうか。改正博物館法でも緩和されているの

で、博物館として目指すのもいいと思います。  

 

 博物館にするための整備ができるのかどうか、現段階で

は目立つ部分を明確にはしていませんが、整備計画を進め

る中で、必要であれば決めていきたいと思います。  

 

 最初は資料館で、あとで博物館にするというように、段

階を踏むことはできないのでしょうか。  

 

 合意できるのであれば、「審議会としては博物館を目指

してほしい」ということを入れたらどうでしょうか。  

 「博物館」が表に出れば、市民にもわかりやすい。博物

館を目指すので、資料館を一本化するという理由にもなる

と思います。  

 

私も入れた方がいいと思います。  

 

 資料館と博物館の差はあまり考えなくてもいいようなの

で、「できそうだったら」というよりも、博物館を目指し

た方がいいと思います。統合ということに対して、市民に
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も納得してもらえるのではないでしょうか。  

 

この機会であれば、博物館を目指しやすいと思います。  

スケジュールとしては出来上がりまで３年かかりますの

で、開館した時に博物館として登録すればいいわけです。  

市としての決定事項ではないので、庁内の協議も必要に

なります。また資料館を統合するにあたっては資料館条例

の改正が必要になりますので、この時に博物館設置条例に

するのかどうか、ということにもなります。  

 

 資料館から博物館にするとなると、時間が無さすぎま

す。博物館という言葉を入れることによって、縛りになっ

てしまう恐れもあります。博物館登録して何の意味がある

のかという意見も出てくるかもしれません。  

 博物館にするには、国指定の文化財を展示・管理できる

ような施設にする、人員の採用についても人事課とも詰め

ていく必要もあります。どのくらいの予算規模でやるのか

もわからない状況ですし、言葉だけが先行してしまって、

逆にブレーキになってしまう心配があります。  

 

 付帯意見についてですが、限られた時間の中であって

も、構想や設計などについては、例えば資料館運営協議会

や文化財保護審議会からも広く意見を聞いていただきたい

と思います。「限られた時間の中ではあるが」の後に「広

く意見を聞く」という一文を加えていただきたいです。  

 

 非常に大事な意見だと思います。市民の意見を聞きなが

ら、慎重に考えていくことは、リニューアル構想の段階に

おいて大切なことですので、ぜひ組み込んでいただければ

と思います。  

 

 理由のところに「一層の推進が図られる中核の施設」と

ありますが、推進だけでいいのか、具体的に「生涯学習」

の推進と入れた方がわかりやすいと思います。  

 「愛される」などの言葉や、まとめとして、「ふじみ野

市の将来的な発展の基礎となるような」など、市民に夢を

与えるような文があってもいいのではないでしょうか。  

 

 「生涯学習」を入れると広がりが出る感じがしますの

で、文面を工夫していただけるといいと思います。ふじみ
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三上委員  

野市の市民憲章の内容に関連する言葉があれば、その文章

を入れたらどうかとも考えます。  

 

 資料館の統合についての異論はありません。前回の会議

で小学校の資料館利用についての意見を出させていただき

ましたが、それが付帯意見に反映されたと感じました。  

 小学校の学校行事として参加した後に、福岡小学校や上

野台小学校などの子ども達が上福岡歴史民俗資料館に遊び

に来てくれます。  

資料館の昔の遊びコーナーは、近場の子ども達にとって

は、たまり場のような場所でした。統合した後にも、こう

した配慮ができる方法がないかと思ったわけです。  

統合について、何の意見も出なかったわけではないとい

うことも記録に残してほしいと思います。  

会長もおっしゃっていましたが、「博物館」と書いてし

まうと足かせになる可能性はありますが、目指すことは大

事だと思います。  

 

 上福岡歴史民俗資料館が無くなってしまうことで、活動

場所ができなくなる、動きにくくなる可能性はあります。  

細かいことを答申には入れることはできませんが、今の

内容は無視することはできません。記録に残していただ

き、統合する構想の中で具体案を考えるなど、資料館運営

協議会と一緒に応援していきたいと思います。  

 

 レクリエーションの場でもあるので、近場ならではのい

い面もあります。上福岡歴史民俗資料館は単独館、大井郷

土資料館は図書館との併設館でしたが、それぞれにいい面

もありました。  

「昔のくらし体験」を実施すると、終わった後でも再度

資料館に来てくれますし、資料館へ行こうという動機付け

にはなっていると思います。  

 たまり場的に、ふらっと行って見ようか、と思っても子

ども達は足の問題が出てきますので、統合するとそういう

ことも考えなくてはいけないと思います。  

 付帯意見の「小学生」を「児童・生徒」にすれば広がり

ますし、さらに利用者に色々な市民がいらっしゃるという

ことも明確化してもいいのかなと思います。  

 

 将来的には福田屋やその周辺なども整備していけば、新
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しい活動場所になっていくのかもしれません。  

 

 原口委員から貴重なご意見をいただきましたが、統合し

た後の運営に関わることになりますので、この文章には明

記せずに、運営構想の中に含めるということで、委員の皆

様の共通理解をいただけるとありがたいです。  

 

 統合しても、上福岡歴史民俗資料館の藍染体験や、学校

向けの昔のくらし体験学習などが、引き続きできるという

ことでしょうか。  

 

 学校では、祖父の代からの移り変わり、生活科では昔の

遊び、このほか総合的な学習などで資料館を利用します。  

ふじみ野市には戦時中や戦後復興時の資料が豊富にあり

ますので、新しい資料館の展示構想にはぜひ近現代史を加

えてほしいと思います。昨年度から高校で近現代史を中心

にした歴史総合が必修科目となりましたので、近隣の高校

からの利用もあるのではないか、といったことも展示構想

の中に組み込むことが肝要と考えます。  

また、上福岡歴史民俗資料館友の会との関係についてで

すが、福岡河岸記念館なども活動場所として検討されるの

でしょうか。  

 

 上福岡歴史民俗資料館友の会の役員会及び総会にて、市

長があいさつをされまして、その中で今後の活動場所につ

いては福岡河岸記念館も検討していると述べています。そ

れを受けて、中里会長からは、活動場所を提供していただ

けるのであれば、ということで了承いただいています。  

 

 可能であればどこかに「博物館構想をめざす」というこ

とを入れてみたらどうかという感じがします。  

 

 博物館の件は、会長の説明のとおり、我々としては構想

の中には入ると理解しようと思います。また、資料館の利

用についても、意見が反映されればいいと思います。  

上福岡歴史民俗資料館は、権現山にも近く、権現山の事

業を行う時の拠点として残せればという希望もありますの

で、色々と意見を構想に組み入れてほしいと思います。  

 

 自然史や自然に関わる展示構想、野外博物館という観点
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からの整備ということも、長期計画の中で加味していただ

いてもいいのではないかと思います。  

 

確かに地質・地形、植物、動物など展示を含めて弱い部

分であるとは感じています。  

 

 構想の段階で博物館を目指してはどうかという意見が出

されましたが、資料館から博物館にするという動きは大事

なことだと思います。構想をつくっていく中で、加味して

いくということでご理解いただけないでしょうか。  

 事務局の方でも、その方向で整理していただきたいので

すが、いかがでしょうか。  

 

 今日いただいた意見を、構想に反映できるよう検討して

いきます。  

 

 どうしたら市民が資料館に足を運んでくれるのか、足を

運びやすくするにはどうしたらいいのか、単に物理的なこ

とではなく、ソフトな面での発想を構想へ反映していただ

きたいと思います。  

なお、修正については、会長に一任させていただき、事

務局と調整して進めたいと思いますがいかがでしょうか。  

 

（承認）  

 

リニューアルした資料館の外見からして、皆が「おっ」

と言えるような改修になるよう期待したいと思います。  

ここで締めさせていただきますが、よろしいでしょう

か。お力添えありがとうございました。  

 

慎重審議ありがとうございました。  

修正につきましては、会長一任ということで承認されま

したので、会長と内容を整理し、教育長へ答申書を手交し

ます。  

委員の皆様には答申書の写しをお送りいたします。  

この後は６月３０日の社会教育委員会議、７月１８日の

定例教育委員会議にて答申の報告をいたします。  

 

それでは、その他、事務局から何かありましたらお願い

します。  
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令和５年３月６日から３１日まで実施した権現山遺跡第

３０地点の調査成果について報告。  

【おもな報告内容】  

〇令和３年度の権現山古墳群史跡の森内のナラ枯れ樹木伐

採に伴い、重機の使用時に中世期の地下式壙の天井部分が

崩落し陥没  

〇県教育委員会と調整を図りながら発掘調査を実施  

〇調査後の埋め戻しには、遺構保存のため、川砂を約２０

㎥使用。  

〇遺構の記録には従来の平板測量と写真撮影のほか、デジ

タルカメラを用いた３Ⅾ画像での記録を実施。  

（以上の内容を、担当職員からパワーポイントで報告を

受ける。） 

 

それでは、他にないようであれば、以上で議事を終了い

たします。 

 閉会につきましては、佐藤委員にお願いしたいと思いま

す。 

 

それでは只今をもちまして、令和５年度第２回文化財保

護審議会会議を終了いたします。皆さまのご協力ありがと

うございました。  

 

 

 

 


